
 

○伊方町建設工事請負業者格付要領 

平成18年６月１日 

告示第32号 

改正 平成20年４月１日告示第14号 

平成21年３月９日告示第９号 

平成22年11月１日告示第71号 

平成24年11月28日告示第74号 

平成26年12月25日告示第76号 

平成28年12月19日告示第96号 

平成30年12月20日告示第74号 

令和２年12月21日告示第102号 

令和４年12月28日告示第114号 

令和６年12月９日告示第93号 

（趣旨） 

第１条 伊方町において発注する建設業法（昭和24年法律第100号）第２条第１項に規定す

る建設工事の請負業者（以下「業者」という。）の格付基準及び格付の取扱いについては、

この告示の定めるところによる。 

（格付対象業者） 

第２条 格付の対象となるのは、伊方町建設工事請負業者選定要綱（平成17年伊方町告示第

46号）第６条に規定する建設工事入札参加資格審査申請書を伊方町に提出し、受理されて

いる業者とする。 

（町内業者の格付の方法） 

第３条 町内に主たる営業所を有する業者（以下「町内業者」という。）の格付は、次の算

式により格付総合数値を算出し、別表第１の町内業者・準町内業者の欄の基準により行う

ものとする。 

算式 

格付総合数値＝加点評点－減点評点 

２ 前項の加点評点及び減点評点は、次に掲げる要素により算出する。 

(１) 加点要素 

ア 建設業法第27条の23第１項に規定する経営事項審査のうち入札参加資格申請時に

おいて直近のものの総合評定値（以下「経審点数」という。） 



 

イ CPDS取得単位数 

ウ 障害者雇用 

エ 地域貢献度 

オ 子育て支援 

カ 建築CPD取得単位数 

キ 第三者賠償責任補償保険加入 

(２) 減点要素 

ア 入札参加資格停止措置 

３ 前項の加点評点及び減点評点の算出方法は、別表第２のとおりとする。 

（準町内業者及び町外業者の格付の方法） 

第４条 町内の主たる営業所ではない営業所に入札・契約等に関する権限を委任し、建設工

事入札参加資格審査申請書を提出する業者（以下「準町内業者」という。）の格付は、経

審点数から前条第２項第２号の減点要素に係る評点を減じて格付総合数値を算出し、別表

第１の町内業者・準町内業者の欄の基準により行うものとする。 

２ 町内に営業所を有しない業者（以下「町外業者」という。）の格付は、経審点数から前

条第２項第２号の減点要素に係る評点を減じて格付総合数値を算出し、別表第１の町外業

者の欄の基準により行うものとする。 

３ 前条第３項の規定は、準町内業者・町外業者について準用する。この場合において、同

条第３項中「加点評点及び減点評点」とあるのは、「減点評点」と読み替えるものとする。 

（新規業者の取扱い） 

第５条 新規業者のうち過去２年間の完成工事高の確認されない業者は、最下位の等級に格

付するものとする。 

（発注区分） 

第６条 工事種類別の格付等級及びその発注対象工事は別表第３のとおりとする。 

（格付結果の通知及び公表） 

第７条 第３条から第５条までの規定に基づき格付を行った場合は、建設工事格付結果通知

書（様式第１号）により通知するとともに、有資格業者名簿（様式第２号）を作成し、閲

覧に供する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成18年６月１日から施行する。 



 

（経過措置） 

２ 第４条の規定により平成21・22年度における町内に主たる営業所を有する業者の格付は、

当該格付が平成19・20年度の格付から２等級以上降格する場合は、１等級の降格にとどめ

るものとする。 

附 則（平成20年４月１日告示第14号） 

この告示は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成21年３月９日告示第９号） 

この告示は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則（平成22年11月１日告示第71号） 

（適用期日） 

１ この告示は、平成23年４月１日以降に有効となる格付から適用する。 

（経過措置） 

２ 第３条の規定により平成23・24年度における町内に主たる営業所を有する業者の格付は、

当該格付が平成21・22年度の格付から２等級以上降格する場合は、１等級の降格にとどめ

るものとする。 

附 則（平成24年11月28日告示第74号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成24年12月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の伊方町建設工事請負業者格付要領（以下「改正後の格付要領」という。）の規

定は、平成25・26年度の格付から適用し、平成23・24年度の格付については、なお従前の

例による。 

３ 改正後の格付要領の規定により町内業者の平成25・26年度の格付が平成23・24年度の格

付から２等級以上降格する場合は、１等級の降格にとどめるものとする。 

附 則（平成26年12月25日告示第76号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成27年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の伊方町建設工事請負業者格付要領（以下「改正後の格付要領」という。）の規

定は、平成27・28年度の格付から適用し、平成25・26年度の格付については、なお従前の

例による。 



 

３ 改正後の格付要領の規定により町内業者の平成27・28年度の格付が平成25・26年度の格

付から２等級以上降格する場合は、１等級の降格にとどめるものとする。 

附 則（平成28年12月19日告示第96号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成29年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の伊方町建設工事請負業者格付要領（以下「改正後の格付要領」という。）の規

定は、平成29・30年度の格付から適用し、平成27・28年度の格付については、なお従前の

例による。 

３ 改正後の格付要領の規定により町内業者の平成29・30年度の格付が平成27・28年度の格

付から２等級以上降格する場合は、１等級の降格にとどめるものとする。 

附 則（平成30年12月20日告示第74号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成31年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の伊方町建設工事請負業者格付要領（以下「改正後の格付要領」という。）の規

定は、平成31・32年度の格付から適用し、平成29・30年度の格付については、なお従前の

例による。 

３ 改正後の格付要領の規定により町内業者の平成31・32年度の格付が平成29・30年度の格

付から２等級以上降格する場合は、１等級の降格にとどめるものとする。 

附 則（令和２年12月21日告示第102号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和３年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の伊方町建設工事請負業者格付要領（以下「改正後の格付要領」という。）の規

定は、令和３・４年度の格付から適用し、令和元・２年度の格付については、なお従前の

例による。 

３ 改正後の格付要領の規定により町内業者の令和３・４年度の格付が令和元・２年度の格

付から２等級以上降格する場合は、１等級の降格にとどめるものとする。 

附 則（令和４年12月28日告示第114号） 

（施行期日） 



 

１ この告示は、令和５年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の伊方町建設工事請負業者格付要領（以下「改正後の格付要領」という。）の規

定は、令和５・６年度の格付から適用し、令和３・４年度の格付については、なお従前の

例による。 

３ 改正後の格付要領の規定により町内業者の令和５・６年度の格付が令和３・４年度の格

付から２等級以上降格する場合は、１等級の降格にとどめるものとする。 

附 則（令和 年 月 日告示第 号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和７年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の伊方町建設工事請負業者格付要領（以下「改正後の格付要領」という。）の規

定は、令和７・８年度の格付から適用し、令和５・６年度の格付については、なお従前の

例による。 

３ 改正後の格付要領の規定により町内業者の令和７・８年度の格付が令和５・６年度の格

付から２等級以上降格する場合は、１等級の降格にとどめるものとする。 

 

別表第１（第３条、第４条関係） 

格付基準 

区分

 

格付等級 

町内業者・準町内業者 町外業者 

土木 建築 その他 

Ａ 700点以上（特定建設

業の許可を有し、建

設業法第15条第２号

イ、ロ又はハのいず

れかに該当する技術

者を２人以上有する

者に限る。） 

700点以上（特定建設

業の許可を有し、建

設業法第15条第２号

イ、ロ又はハのいず

れかに該当する技術

者を２人以上有する

者に限る。） 

700点以上 900点以上（土木及び

建築にあっては、特定

建設業の許可を有し、

建設業法第15条第２

号イ、ロ又はハのいず

れかに該当する技術

者を２人以上有する

者に限る。） 

Ｂ 600点以上（格付等級600点以上（格付等級699点以下600点 899点以下850点以上



 

Ａに該当する者を除

き、建設業法第７条

第２号イ、ロ又はハ

のいずれかに該当す

る技術者を２人以上

有する者に限る。） 

Ａに該当する者を除

き、建設業法第７条

第２号イ、ロ又はハ

のいずれかに該当す

る技術者を２人以上

有する者に限る。） 

以上 （土木及び建築にあ

っては、850点以上。

ただし、格付等級Ａに

該当する者を除き、建

設業法第７条第２号

イ、ロ又はハのいずれ

かに該当する技術者

を２人以上有する者

に限る。） 

Ｃ 500点以上（格付等級

Ａ又はＢに該当する

者を除く） 

500点以上（格付等級

Ａ又はＢに該当する

者を除く） 

599点以下500点

以上 

849点以下750点以上

（土木及び建築にあ

っては、750点以上。

ただし、格付等級Ａ又

はＢに該当する者を

除く） 

Ｄ 499点以下 499点以下 499点以下 749点以下 

（注） この表のその他の欄の規定は、土木、建築以外の業種について適用する。 

別表第２（第３条関係） 

区分 算出方法 

加点評点 １ 経営事項審査結果 

経審点数に1.0を乗じて得た数値とする。 

２ CPDS取得単位数 

一般社団法人全国土木施工管理技士会連合会が実施する土木施工管理／

CPDS（継続的専門能力啓発システム）登録者の取得単位数の合計が20UNIT以上

の場合、20UNITにつき２点を加点する。ただし、合計点数が40点を超える場合

は、40点とする（対象業種：土木のみ）。 

３ 障害者雇用 

次の各号のいずれかに該当する場合、10点を加算する。 

(１) 障害者雇用を義務付けられている場合で、法定雇用率を達成していると

き 

(２) 障害者雇用を義務付けられていない場合で、障害者を雇用しているとき



 

４ 地域貢献度 

過去２年間（令和４年11月１日から令和６年10月31日まで）に次の各号のい

ずれかの地域貢献活動を実施した場合には、当該各号に定める基準により加点

する。 

(１) 国、県、市町村、公益法人等が主催する地域貢献活動へ参加した場合 １

回につき１点。ただし、20点を上限とする。 

(２) 災害時、市町村に災害対策本部が設置され、同本部の要請に応じて災害

ボランティアとして参加した場合 １日につき１点。ただし、10点を上限と

する。 

５ 子育て支援 

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

（平成３年法律第76号）に規定する育児休業制度を就業規則で定めている場

合、２点を加点する。また、次世代育成支援対策推進法（平成15年法律第120

号）に基づく一般事業主行動計画を策定している場合、更に３点を加点する。

６ 建築CPD取得単位数 

社団法人愛媛県建築士会が実施する建築CPD（建築士会継続能力開発制度）

登録者の取得単位数の合計が20単位以上の場合、20単位につき２点を加点す

る。ただし、合計点数が40点を超える場合は、40点とする（対象業種：建築の

み）。 

７ 第三者賠償責任補償保険加入 

入札参加資格申請日の属する月の初日において、次の要件をすべて満たす第

三者賠償責任補償保険に加入している場合、５点を加点する。 

(１) 工事中及び引渡し後の対人・対物事故を対象とし、下請人に起因する損

害を補償の対象に含むものであること。 

(２) 保険期間が１年以上の包括契約であること。 

減点評点 １ 入札参加資格停止措置 

過去２年間（令和４年11月１日から令和６年10月31日まで）に入札参加資格

停止措置を受けている場合には、一の措置案件につき20点の基礎点と１箇月に

つき５点の合計点数とする（町内業者、準町内業者及び町外業者とも伊方町長

が行った措置に限る。）。 

別表第３（第６条関係） 



 

発注区分 

工事種類別 等級 発注対象工事１件ごとの設計工費 

土木 Ａ 全工事 

  Ｂ 5,000万円未満 

  Ｃ 3,000万円未満 

  Ｄ 800万円未満 

建築 Ａ 全工事 

  Ｂ 6,000万円未満 

  Ｃ 3,000万円未満 

  Ｄ 1,500万円未満 

その他 Ａ 全工事 

  Ｂ 4,500万円未満 

  Ｃ 1,500万円未満 

  Ｄ 800万円未満 

（注） 

１ 競争入札及び随意契約への参加 

伊方町の発注する建設工事（建設業法第２条に規定する工事をいう。）の競争入札

又は随意契約の見積りに加わろうとする者は、等級別格付をされた者でなければなら

ない。 

２ 業者の選定及び発注区分 

業者を選定しようとするときは、当該工事の実施設計工事（請負に付すべき金額に

支給材料費を加算した純工事費。以下「設計工費」という。）に対応する格付等級に

属する者から行うものとする。 

３ 業者選定の特例 

特に緊急を要する工事、特殊機械又は特殊の技術を要する工事その他特別の事由が

あると認める工事の業者の選定については、前記の１・２によらないことができる。 



 

 



 

 



 

様式第１号（第７条関係） 

様式第２号（第７条関係） 

 


